
　11　 保証制度
　保証制度には、「機関保証制度」と「人的保証制度」の２つがあり、奨学金の貸与を受ける本人が、いずれか一方を申込

時に選択することが必要です。なお、どちらを選択した場合でも、奨学金の貸与を受けた本人が奨学金返還の義務を負うこ

とに変わりはありません。

機関保証制度 人的保証制度

　保証機関（公益財団法人日本国際教育支援協会。以下「協

会」という）に保証を依頼し、連帯保証を受ける制度です。

※一定の保証料の支払いが必要です。

。すで要不は人証保び及人証保帯連、は者入加度制証保関機※

　機構が定める条件を満たす人に連帯保証人及び保証人を引

き受けてもらう制度です（24ページ 11 【人的保証制度】（1）
参照）。

（類書な要必※ 24ページ 11 【人的保証制度】（4）参照）

を提出できない場合は、その人を連帯保証人及び保証人に

選任できません。

保証の変更について
変更内容 変更の可否及び説明

機関保証　→　人的保証 　機関保証から人的保証への変更はできません。

人的保証　→　機関保証

　人的保証から機関保証への変更については、以下の場合に在学校を通じて願い出ることがで

きます。

【願い出の条件】

・返還方式を「定額返還方式」から「所得連動返還方式」に変更する場合

又人証保帯連のりわ代、がたじ生が情事いな得をむや等産破・亡死の人証保は又人証保帯連・

は保証人を選任することが困難な場合

保、は合場るあで況状済経なうよるす討検を）等生再事民・産破（理整務債がたなあ、おな※

証の変更はできません。

【保証料】

　変更する場合は、貸与始期にさかのぼり保証料を一括で支払う必要があります。また、機関

保証への変更後は、毎月振り込まれる奨学金から一定の保証料が差し引かれます。

【機関保証制度】
（1）制度の概要
　保証機関（協会）に保証を依頼し、連帯保証を受ける制度です。保証を受けるためには、一定の保証料の支払いが必要で

す（原則として機構が毎月の奨学金貸与額から保証料を徴収し、あなたに代わり協会に支払います）。保証委託約款は66ペー

ジを参照してください。協会のホームページ（http://www.jees.or.jp/）も併せてご覧ください。

　なお、第一種奨学金の返還方式（18ページ 9 （1）参照）を「所得連動返還方式」とする場合、必ず機関保証制度を選

択する必要があります。

　このほか、機構があなたと連絡が取れない場合に、あなたの住所・電話番号等を照会する「本人以外の連絡先」となる人

を指定する必要があります。そして、「本人以外の連絡先」となる人には、奨学生として採用された際に提出する「返還誓

約書」に署名してもらう必要があります。この「返還誓約書」を定められた期限までに提出できない場合は、採用を取り消
すとともに、振込済の奨学金の全額を速やかに返金していただくことになります。

（2）保証範囲と保証期間
　保証範囲は、元金、利子（第二種奨学金及び入学時特別増額貸与奨学金）及び延滞金で、保証期間は貸与の始期から返還

完了までです。保証機関（協会）は、第一回の保証料を受領したときから保証を開始します。

（3）保証料
　保証料の月額は、貸与月額、貸与期間及び返還期間等を基に算出しています。

　保証料は、奨学生採用決定時に交付する「奨学生証」でお知らせします。機構は、毎月の奨学金の貸与額から保証料月額

を差し引き、あなたの口座に振り込みます。奨学金から差し引いた保証料は、機構があなたに代わり保証機関（協会）に支

払います。（保証料（目安）は、 63～65ページ  参考１ を参照）奨学金の貸与月額等の変更があれば、保証料月額も変わ

ります。
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（4）保証の申込みから奨学金の貸与・返還まで

①　あなたが機構に奨学金を申し込みます。同時に保証機関（協会）に対し保証委託を申し込みます。

兼（書頼依証保「び及」書約誓還返「に時用採、おな。すまし定決を用採が構機、しを証保の務債が）会協（関機証保　②

保証委託契約書）・保証料支払依頼書」の提出が必要です。

③　機構は、毎月の奨学金の貸与額から保証料月額を差し引き、あなたの口座に振り込みます。

　　奨学金から差し引いた保証料は、機構があなたに代わり保証機関（協会）に支払います。

④　貸与終了後、奨学金の返還が開始されます。機構に対し約束どおりの返還をしていただきます。

（5）保証料の返戻
　次の①から③のいずれかに該当する場合は、支払われた保証料の一部を保証機関（協会）からお返しする場合があります。

①　全額繰上返還をして、返還期間が短縮され、返還が完了したとき。

②　一部繰上返還をして、返還期間が短縮され、返還が完了したとき。

③　機構の返還免除の適用を受け、返還が完了したとき。

　お返しする保証料の振込先は、原則として奨学金振込口座又は振替用口座です。死亡による返還免除の場合は、機構に「奨

学金返還免除願」を申請した方が届け出た口座へお返しします。

（6）機関保証と返還
　機関保証を選択している場合でも、奨学金は保証料分も含めて貸与を受けたあなたが返還しなければなりません。

　保証料を支払っているからといって、「奨学金の返還をしなくても構わない」といった誤った考えをもたないようにして

ください。

（7）保証機関（協会）による保証債務の履行（代位弁済）
　指定された期日までの返還が滞った場合（返還期限猶予が承認されている場合は除く）、一定期間経過後、機構からの請

求によって保証機関（協会）があなたに代わり機構へ債務を弁済します（保証機関（協会）は、機構が持っていたあなたへ

の債権を取得します）。このことを「代位弁済」といいます。

　保証機関（協会）が代位弁済を行った後、あなたは、保証機関（協会）に対して原則として一括で代位弁済額を返済する

ことになります。代位弁済額の返済を滞納した場合は、年10％の遅延損害金が加算されます。また、請求に応じない場合は、

法的手続き（財産、給与の差し押さえ等）が行われます。特別な理由がある場合には、保証機関（協会）は、あなたの事情

に応じて個別に対応することになります。

　なお、保証機関（協会）が代位弁済を行った後、学校に再度入学して新たに奨学金の貸与を希望しても、奨学金を申し込

むことはできません。

①奨学金申込み

学 校

日本国際教育支援協会
（保証機関）

日本学生支援機構②採用決定

③奨学金振込み（保証料差し引き）

④奨学金返還

①保証委託申込み
②保証

③保証料

奨学生
本人

（返還者）
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【人的保証制度】
（1）制度の概要
　連帯保証人及び保証人として機構が定める条件を満たす人に自らが依頼し、奨学金の返還について連帯保証人及び保証人

（それぞれ１人ずつ、合計２人）を引き受けてもらう制度です。人的保証を希望する場合には、あらかじめ、連帯保証人、

保証人等の役割を説明したうえで引き受けてもらうようお願いし、奨学金の返還について承諾をもらってください。なお、

奨学生採用時に保証人等の署名等をととのえた「返還誓約書」（54ページ 3 参照）を定められた期限までに提出できな
い場合は、採用を取り消すとともに、振込済の奨学金の全額を速やかに返金していただくことになります。

（2）連帯保証人・保証人の役割
�　　　　　

　奨学金の返還についてあなたと同等の責任を負い、あなたが返還しないときは、その全額について返還をしなければなり

ません。

�　　　

　あなた及び連帯保証人が奨学金を返還しないときは、それらに代わって返還しなければなりませんが、保証人の返還す

べき金額は、あなたが返還すべき返還未済額の2分の1となります（「分別の利益」）。また保証人となった人は、あなたに

資力があることを証明できれば、あなたに対して請求するよう主張でき（「検索の抗弁権」）、あなたに請求していない分

を請求されたときは、まずあなたに対して請求するよう主張できます（「催告の抗弁権」）。

　※機構があなたに先んじて保証人に請求することはありません。

（3）必要な手続き
　奨学生として採用された際に提出する「返還誓約書」に連帯保証人・保証人の自署・押印（実印）したうえで、次の（4）
の書類を提出してもらう必要があります。

（4）連帯保証人・保証人の必要書類（「返還誓約書」提出時）

必要書類
連帯

保証人
保証人 備考

市区町村で発行された
「印鑑登録証明書」（コピー不可）
（誓約日（返還誓約書に印字される日付）か
ら３か月前以降に発行されたもの）

○ ○
　印鑑登録証明書に記載の住所と、スカラネットで入力す
る住所は、一致している必要があります。

収入に関する証明書類
（コピー可）

○ ×
振金年、書明証得所、）控（書告申定確、票収徴泉源）例（

込通知書等

「返還保証書」（コピー不可）
及び資産等に関する証明書類（コピー可）

△ △

　 26ページの連帯保証人・保証人の選任条件の例外に該当
する場合に提出が必要となります。

、）控（書告申定確、票収徴泉源、は類書明証るす関に等産資※
所得証明書、預貯金残高証明書、固定資産評価証明書等

○：全員提出が必要。　△：選任した人によっては提出が必要な場合がある。　×：提出は不要。

（5）連帯保証人・保証人の選任条件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次の条件のすべてを満たす人を選任してください。

項番 選任条件 備考

ア
あなたの父母。
父母がいない等の場合は、４親等以内の親族の人。

例外として、４親等以内の親族でない人を選任できる場
合があります。詳しくは25～26ページ連帯保証人・保証
人の選任条件の例外を参照してください。

イ あなたの配偶者・婚約者でない人。

ウ 未成年者・学生・債務整理中（破産等）でない人。

エ
あなたが貸与終了時（貸与終了月の末日時点）に満45歳
を超える場合は、その時点で60歳未満の人。

連帯保証人

保　証　人

①連帯保証人の選任条件　【原則、父母】
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※併用貸与の場合は、それぞれの返還誓約書に必要書類を添付する必要があります。必要書類は、マイナンバーの記載のな
いものを提出してください。

※「返還誓約書」提出時以外にも、奨学金の貸与額・返還額に変動がある変更（月額の変更等）の申請をする場合には、そ
のつど連帯保証人・保証人の自署・押印（実印）及び印鑑登録証明書の提出が必要になります。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次の条件のすべてを満たす人を選任してください。

項番 選任条件 備考

ア あなたの父母以外の人。

例外として、以下の場合は保証人に選任できる場合があ

ります。詳しくは26ページ連帯保証人・保証人の選任

条件の例外を参照してください。

・離婚により親権を失った父母

・養子縁組により親権を失ったあなたの実父母

・配偶者の父母

イ あなた及び連帯保証人と別生計の人。

ウ あなた又は連帯保証人の配偶者・婚約者でない人。

エ ４親等以内の親族。

例外として、４親等以内の親族でない人を選任できる場

合があります。詳しくは26ページ連帯保証人・保証人の選

任条件の例外を参照してください。

オ
スカラネットに入力する誓約日時点（2024年４月以降）

で65歳未満の人。

例外として、スカラネットに入力する誓約日時点2024年

４月以降）で「65歳以上」の人を選任できる場合があり

ます。詳しくは本ページ～26ページ連帯保証人・保証人

の選任条件の例外を参照してください。

カ 未成年者・学生・債務整理中（破産等）でない人。

スカラネットに入力する誓約日時点（2024年４月以降）

で成年（18歳）に達している学生ではない兄弟姉妹の場

合は、あなた及び連帯保証人と別生計の人であれば選任

できます。

キ
あなたが貸与終了時（貸与終了月の末日時点）に満45歳

を超える場合は、その時点で60歳未満の人。

【４親等以内の主な親族】
　４親等以内の親族とは、「４親等以内の血族、配偶者、３親等以内の姻族」のことをいいます。ただし、配偶者は連帯保証

人や保証人に選任できません。

②保証人の選任条件　【原則、おじ・おば・兄弟姉妹等】

配偶者

③ 曾祖父母

② 祖父母

① 父母

④ いとこ

① 子 ③ 甥・姪

血族

③ 曾祖父母

② 祖父母

③ 甥・姪

① 父母

姻族

あなた

② 兄弟
姉妹

② 兄弟
姉妹

③ おじ
おば

③ おじ
おば

④ 大おじ
 大おば

区分

連帯保証人や保証人
に選任できません
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証書」及び資産等に関する証明書類の提出が必要となります。必ず事前に、その人の収入・所得や資産に関する証明書

　　　　　　　　　　　　　　　　　連帯保証人・保証人の選任条件の例外
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C ዮ᫇Ʒ�ЎƷ�Უܭዮ᫇Ტ̬ᚰʴƸɨʖܭငƷᚸ̖᫇Ģɨʖܭ ငᚸ̖ᚰଢᲢදᲭᲣܭ

ᲢදᲫᲣų࠰ӓλƸዅɨƱƠƯӕǓৢƍǇƢŵ
ᲢදᲬᲣ ᚰଢƸŴӕࢽưƖǔႺᡈƷǋƷǛ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵᄩܭဎԓᲢᲣƸᆋѦፙƷӖ˄ҮƕƋǔǋƷŵ

ᩓ܇ဎԓƷئӳƸŴᄩܭဎԓƴžӖ˄ኽௐᲢӖ̮ᡫჷᲴžメȸȫᛇኬſဒ᩿ᲣſӍƸžұᡫჷſǛช˄ƠƯ

�����ƘƩƞƍŵ
ᲢදᲭ ǒƔᲣ˄ଐǔǕƞ܌ҮƴኖᛒᢩᡉᲢଐኖᛒᲣ ᲭƔஉЭˌᨀƴႆᘍƞǕƨǋƷǛ੩ЈƠƯƘƩƞƍŵ

ɥᚡƷ᳸ᲽǛኵǈӳǘƤƯɨʖܭዮ᫇Ტ̬ᚰʴƸɨʖܭዮ᫇ƷᲬЎƷᲫᲣƷᡉᢩǛᄩܱƴ̬ᚰưƖǔщ
ǛஊƢǔƱᚰଢƢǔئӳƸŴˌɦƷவˑƱƳǓǇƢŵ

ኵӳƤ வˑ

#ᲥB Ტ᪳ᝪസ᭗h�6࠰ᲢදᲮᲣᲣᲥ࠰᧓ӓλᲢදᲯᲣĢ320ɢόᲢදᲰᲣ

#ᲥC ᲢܭငƷᚸ̖᫇h�6࠰ᲢදᲮᲣᲣᲥ࠰᧓ӓλᲢදᲯᲣĢ320ɢόᲢදᲰᲣ

$ᲥC ᪳ᝪസ᭗ᲥܭငƷᚸ̖᫇ Ģ ɨʖܭዮ᫇Ტ̬ᚰʴƸɨʖܭዮ᫇Ʒ2ЎƷ�Უ

#Ქ$ᲥC 
᪳ᝪസ᭗ᲥܭငƷᚸ̖᫇�h�6࠰ᲢදᲮᲣᲥ࠰᧓ӓλᲢදᲯᲣĢ320ɢόᲢදᲰᲣ

ᲢදᲮᲣ
ᲢදᲯᲣ
ᲢදᲰᲣ

ૠŵ࠰ܭᡉᢩʖרƸ࠰�6
ƱƳǓǇƢŵࢽ᧓࠰ӳƸئƷٳˌᎍࢽӳưƢŵዅɨئᎍƷࢽ᧓ӓλƸዅɨ࠰
320ɢόƸዅɨࢽᎍƷئӳưƋǓŴዅɨࢽᎍˌٳƷئӳƸ220ɢόƱƳǓǇƢŵƳƓŴዅɨࢽᎍˌٳ
ƷئӳưዅɨࢽǋƋǔƱƖƸŴ࠰᧓ࢽ᫇Ტ࠰᧓ࢽĢ220ɢόᲣƴǑǓЙૺƠƯƘƩƞƍŵ
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272024 年度在学者用 貸与奨学金案内（大学等）

【連帯保証人及び保証人の選任について　よくある質問】

Ｑ１ 配偶者の父母を連帯保証人に選任することができますか。

Ａ１
　配偶者の父母を連帯保証人に選任することができます。なお、配偶者の父（母）を連帯保証人に選任した場合、
配偶者の母（父）を保証人に選任することはできませんのでご注意ください（25ページ ②保証人の選任条件 ウよ
り、連帯保証人の配偶者は保証人に選任できません）。

Ｑ２ 離婚した父（母）を保証人に選任することはできますか。

Ｑ３ 申込者本人が養子縁組している場合の実父（実母）を保証人に選任することはできますか。

Ｑ４ 配偶者の父母を保証人に選任することはできますか。

Ａ２
～４

　次の条件を満たせば例外的に保証人に選任できます。申込者本人及び連帯保証人と別生計の人であって、「返還
保証書」及び資産等に関する証明書類の提出により貸与予定総額（保証人は貸与予定総額の２分の１）の返還を
確実に保証できる資力を有すると認められる人であることが条件です。

（他のそ「」）母（父「を」柄続のとたなあ「の人証保、に時力入トッネラカス※　 ４親等以内）」ではなく「その
他（知人等）」として入力することが必要です。また、採用後に返還誓約書を提出する際に、保証人の「返還
保証書」及び資産等に関する証明書類の提出が必要です（26ページ 連帯保証人・保証人の選任条件の例外
参照）。

Ｑ５ 2024年３月に18歳となる兄弟姉妹を保証人に選任することができますか。

Ａ５

　スカラネットに入力する誓約日時点（2024年４月以降）で成年（18歳）に達している兄弟姉妹については、下
記の条件を満たせば保証人として選任できます。
・学生でない人（学生である人を保証人に選任できません）
・本人及び連帯保証人と別生計の人
・債務整理中でない人

」いは「に問設ういと」。ねすで計生別は人証保と人証保帯連「、に際るす力入を報情の人証保でトッネラカス※　
を選択してください。

　※兄弟姉妹は２親等の親族のため、「返還保証書」及び資産等に関する証明書類の提出は不要です。
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